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平
成
31
年
度
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
、
平
成
30
年
分
確
定
申
告
及
び
年
末
調
整
な
ど
か
ら
適

用
さ
れ
る
主
な
税
制
改
正
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

税
制
改
正
等
の
お
知
ら
せ

配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
の
変
更

平
成
31
年
度
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
、
平
成
30
年
分
確

定
申
告
及
び
年
末
調
整
な
ど
か
ら
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象

と
な
る
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
の
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円
以
下
で

あ
れ
ば
配
偶
者
控
除
と
し
て
33
万
円（
所
得
税
で
は
38
万
円
）

の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
合
計
所
得
金
額
が

38
万
円
を
超
え
て
も
76
万
円
未
満
で
あ
れ
ば
段
階
的
に
控
除

額
が
少
な
く
な
る
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、
76
万
円
以
上
で
は
こ
れ
ら
の
所
得
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
配
偶
者
特
別
控
除
を
満
額
の
33
万

円
（
所
得
税
で
は
38
万
円
）
受
け
ら
れ
る
人
の
合
計
所
得
金

額
が
85
万
円
以
下
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
1
2
3
万
円
以
下
ま

で
段
階
的
に
配
偶
者
特
別
控
除
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

ま
た
、
控
除
を
受
け
る
人
の
合
計
所
得
金
額
が
9
0
0
万

円
を
超
え
る
場
合
、
配
偶
者
控
除
、
配
偶
者
特
別
控
除
と
も

に
控
除
額
が
段
階
的
に
減
り
、
1
0
0
0
万
円
を
超
え
る
と

控
除
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
金
額
に
つ
い
て
は
下
記
の
控
除
額
早
見
表
を
参
照
。

医
療
費
控
除
に
関
す
る
お
知
ら
せ

平
成
30
年
度
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
（
平

成
29
年
分
確
定
申
告
）
か
ら
医
療
費
控
除
を
受

け
る
場
合
、
領
収
書
の
か
わ
り
に
、
み
ず
か
ら

作
成
す
る
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
明
細
書
が
あ
れ
ば
、

医
療
費
の
領
収
書
の
提
出
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
領
収

書
は
、
明
細
書
の
記
入
内
容

を
確
認
す
る
こ
と
も
あ
る
た

め
、
引
き
続
き
自
宅
で
5
年

間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

上
場
株
式
等
に
係
る
所
得
の

個
人
住
民
税
の
課
税
方
式
の
選
択
に

つ
い
て

源
泉
徴
収
を
選
択
し
た
特
定
口
座
内
の
上
場

株
式
等
の
配
当
所
得
及
び
譲
渡
所
得
の
課
税
方

式
に
つ
い
て
、
申
告
者
の
申
し
出
に
よ
り
課
税

方
式
を
選
択
で
き
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
書
と
は
別
の
課
税
方
式

を
選
択
す
る
場
合
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

書
を
、
当
該
年
度
の
市
民
税
・
県
民
税
の
納
税

通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
日
ま
で
に
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

控除額早見表 （単位：万円）

市民税・県民税控除額
納税義務者の合計所得金額

～900以下 ～950以下 ～1,000以下 1,000超
配偶者
控除

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

～38以下   33（38） 
       ※1 

  22（26） 
       ※1 

  11（13） 
       ※1 

なし
配偶者
特別控除

～85以下 33 22 11
～90以下 33 22 11
～95以下 31 21 11
～100以下 26 18 9
～105以下 21 14 7
～110以下 16 11 6
～115以下 11 8 4
～120以下 6 4 2
～123以下 3 2 1
123超 なし

 ※2 

※1　（　）内は老人控除対象配偶者である場合の金額です。
※2　 合計所得金額が1,000万円を超えている場合でも配偶者について障害者控除を適用する要

件の変更はありません。


